
定時株主総会招集ご通知

証券コード：7682

会場が前回と異なりますので、末尾の「株主総会会場

ご案内略図」をご参照いただき、お間違えのないよう

ご注意ください。

2024年 10月29日（火曜日）
午前 10時日 時

名古屋市西区牛島町6番1号
名古屋ルーセントタワー16階

TKPガーデンシティPREMIUM 
名古屋ルーセントタワー会議室

場 所 当社は、株主総会においてお土産をお渡ししておりま
せんので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

議 　　案　 取締役（監査等委員である取
締役を除く。）６名選任の件

決 議
事 項

第57期
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証券コード 7682
2024年10月11日

（電子提供措置の開始日2024年10月２日）
株 主 各 位

名古屋市昭和区山手通三丁目13番地の１

代表取締役社長 林 永 芳

第57期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第57期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第57期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト

（https://ir.hamayuu.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html）
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所のウェブサイト

（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）
上記の東証ウェブサイトにアクセスしていただき、「銘柄名（会社名）」に「浜木綿」または

「コード」に当社証券コード「7682」を入力して検索し、「基本情報」「縦覧書類／ＰＲ情報」を
順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネットによって議決権を行使することが
できますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、
2024年10月28日（月曜日）午後６時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げま
す。

敬 具
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記
１. 日 時 2024年10月29日 (火曜日) 午前10時
２. 場 所 名古屋市西区牛島町６番１号 名古屋ルーセントタワー16階

TKPガーデンシティPREMIUM 名古屋ルーセントタワー会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。）

会場変更 会場が前回と異なりますので、末尾の「株主総会会場ご案内略図」
をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。

３. 株主総会の目的事項
報告事項 第57期（2023年８月１日から2024年７月31日まで）事業報告及び計算書

類報告の件
決議事項
議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上
げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。

◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送り
いたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基
づき、お送りする書面には記載しておりません。
① 事業報告の「会計監査人の状況」、「業務の適正を確保するための体制に関する事項」
② 計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」
③ 監査報告の「会計監査人の監査報告書」、「監査等委員会の監査報告書」

したがいまして、当該書面に記載している事業報告及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委
員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。



議決権の行使には以下の３つの方法がございます。

■ 株主総会にご出席されない場合

1 書面による議決権行使
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただきご送付ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示を
されたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限
2024年10月28日（月曜日）午後６時必着

2 インターネットによる議決権行使
後記（4ページ～5ページ）のインターネットによる議決権行使のご案内を
ご高覧のうえ、画面の案内に従って、賛否を入力してください。

行使期限
2024年10月28日（月曜日）午後６時まで

■ 当日株主総会にご出席いただける場合

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに同封の
議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会開催日時
2024年10月29日（火曜日）午前10時

議決権行使方法についてのご案内
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　インターネットによる議決権行使は、スマートフォン又
はパソコン等から議決権行使ウェブサイトにアクセスいた
だき、画面の案内に従って行使していただきますようお願
いいたします。

議決権行使期限
2024年10月28日（月曜日）
	 午後６時まで

インターネットによる議決権行使のご案内

■ スマートフォンの場合　QRコードを読み取る方法
「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」及び「仮パ
スワード」が入力不要でログインいただけます。

お手持ちのスマートフォン
にて、同封の議決権行使書
副票（右側）に記載の「ロ
グイン用QRコード」を読み
取る。

画面の案内に従って各議案の
賛否を選択

議案賛否方法の選択画面が
表示されるので、議決権行
使方法を選ぶ。

議決権行使書副票（右側）

1. QRコードを読み取る 3. 各議案の賛否を選択

2. 議決権行使方法を選ぶ

画面の案内に従って
行使完了です。
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1.  議決権行使ウェブサイトに 
アクセスする

ご注意事項

■	インターネットより議決権を行使される場合
は、郵送によるお手続きは不要です。

■	郵送とインターネットにより、二重に議決権
行使をされた場合は、インターネットによる
議決権行使の内容を有効として取り扱わせて
いただきます。

■	インターネットにより、複数回数にわたり議
決権行使をされた場合は、最終に行われた議
決権行使の内容を有効として取り扱わせてい
ただきます。

【�議決権行使サイトの操作方法に関す
るお問い合わせについて】
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

 0120－173－027
（通話料無料、受付時間：9：00～21：00）

議決権行使ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

■ログインID・仮パスワードを入力する方法

以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

「次の画面へ」をクリック

2. お手元の議決権行使書副票(右側)に記載
された「ログインID」及び「仮パスワード」
を入力

「ログイン」をクリック

― 5 ―



― 6 ―

事 業 報 告
（2023

2024
年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで）

Ⅰ．株式会社の現況に関する事項
１．事業の経過及び成果

当事業年度（2023年８月１日から2024年７月31日まで）におけるわが国経済は、新型
コロナウイルス感染症による影響が収束されたことで、経済活動の活性化が進展し、インバ
ウンド需要の大幅な増加もあって、景気は緩やかに回復いたしました。しかしながら、円安
の進行等による物価上昇の影響に加え、ウクライナや中東情勢などの地政学的リスクや世界
的な政情不安などにより景気が後退する懸念もあり、依然として先行き不透明な状況となっ
ております。
外食業界におきましては、人流の回復やインバウンド消費の拡大が追い風となり、外食需

要は堅調に推移いたしました。その一方で、食材の仕入価格をはじめとするコストの上昇傾
向は収まらず、慢性的な労働力不足も深刻化しており、引き続き厳しい経営環境が続いてお
ります。
このような状況の中、当社におきましては、「新町中華」をコンセプトとした日常マーケ

ット新業態の出店強化として、2023年９月に「中国食堂はまゆう 野並店」（名古屋市天白
区）を新規に出店いたしました。また、既存業態店舗につきましては、浜木綿業態では「季
節先取牡蠣クンポーフェア」、「五大名物をトコトン満喫する創業祭」、四季亭業態では「秋
のふかひれ堪能祭り」、「春の訪れを祝う春節祭」などの各種フェアを実施し、集客に努めま
した。さらに、消費者のライフスタイルの変化に対応した店舗づくりを行うための改装を実
施し、2023年９月に「浜木綿 黒川店」（名古屋市北区）、同年11月に「浜木綿 春日井店」
（愛知県春日井市）をそれぞれリニューアルオープンいたしました。

一方、退店につきましては「浜木綿 青葉台南店」（横浜市青葉区）を１店舗実施いたし
ました。
これらにより、当事業年度末の店舗数は、「浜木綿」30店舗、「四季亭」３店舗、「桃李蹊」

３店舗、「中国食堂はまゆう」４店舗の合計40店舗（全て直営店）となっております。
また、今後の店舗数拡大を見据えて、2024年２月に「植田工場」（名古屋市天白区）を移

管し、新セントラルキッチン「豊川工場」（愛知県豊川市）を開設いたしました。これによ
り、製造能力の増強を図るとともに店舗内の生産性向上に取り組んでまいります。さらに、
新工場では品質向上のための新たな設備の導入に加え、衛生管理もこれまでよりもう一段、
強化しており、今後も引き続き、お客様に安心・安全でおいしいお料理を提供してまいりま
す。
当事業年度はこれまでの新型コロナウイルス感染症による影響から脱し、客足は回復傾向

にあります。この結果、売上高は、前期に比べて５億２百万円増加し、３期連続で増収とな
りました。
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利益面につきましては、売上が回復する中、原材料価格は継続的に上昇し、売上原価率は
前期より増加いたしました。一方で引き続きコストコントロールに努め、売上高販売管理費
率は前期に比べ減少しました。これにより、営業利益及び経常利益は前期に比べ大幅に増益
となりました。また、特別損失として減損損失41百万円、固定資産除却損15百万円など合
計62百万円を計上しております。
以上の結果、当事業年度の売上高は57億74百万円（前年同期比9.5％増）、営業利益は２

億19百万円（前年同期比81.２％増）、経常利益は２億24百万円（前年同期比84.1％増）、当
期純利益は１億16百万円（前年同期は当期純損失62百万円）となりました。
事業の部門別売上高は以下のとおりであります。

事 業 部 門 等 の 名 称
前 事 業 年 度 当 事 業 年 度

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比

外食事業

浜木綿部門 4,482,446千円 85.0％ 4,755,496千円 82.4％
四季亭部門 373,269 7.1 434,850 7.5
桃李蹊部門 199,234 3.8 171,372 3.0

中国食堂はまゆう
部門 208,921 4.0 404,911 7.0

その他部門 7,868 0.1 8,099 0.1
合 計 5,271,739 100.0 5,774,730 100.0
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２．会社が対処すべき課題
外食産業を取り巻く環境は、雇用や所得環境の改善に加えインバウンド需要の更なる高

まりにより、個人消費は底堅く推移するものと思われますが、一方で、急激な為替変動や
金利上昇による影響、食材の仕入価格をはじめとするコスト上昇圧力や慢性的な人手不足
など、依然として厳しい状況が続くものと予想しております。
このような経営環境の中で、当社は、変化したライフスタイルや多様なお客様ニーズへ

の柔軟な対応に向けた取り組みを行い、中長期的な企業価値の向上と持続的な成長を実現
するため、以下の課題について重点的に取り組んでまいります。

（1）日常マーケット業態の出店強化による成長
当社は創業当時、日常マーケットで創業し、その後「浜木綿」という業態で「ちょっと

晴れの日マーケット」という特異な市場を得意として成長してきましたが、コロナ禍を契
機にした生活様式の変化等によって大型の宴会需要が減少するなど、「集い」をテーマと
したこの業態は、いまだに先行きの見通しが不透明な状況です。
そこで、創業当時の日常マーケットに目を向け、現在、人気があるのに店舗が少なくな

っている「町中華」から新たな発想により進化させた「新町中華」をコンセプトとした
「中国食堂はまゆう」業態の出店を強化し、新しい成長のエンジンとして取り組んでまい
ります。

（2）商品・サービスの強化
ライフスタイルの変化等により、宴会比率が減少した分の新しい来店動機をつくるため

に、「平日の夜」の用途を広げ、日常マーケットの一部をメニューに反映して、増客を試
みるとともに、「小さな宴会」に特化した宴会政策により、新たな宴会需要を掘り起こし
てまいります。
また、経年店舗においては、改装によるリニューアルを実施し、消費者のライフスタイ

ルの変化に対応した店舗づくりを行い、営業強化とビジネスモデルの再構築を図ってまい
ります。

（3）人材の採用と育成
当社が今後、安定して成長していくためには、優秀な人材の確保と育成が必要不可欠と

考えております。当社の基本理念を理解し、賛同した人材の採用・定着を最重要課題と
し、国籍や性別を問わず、新卒・中途・パート・アルバイトの採用を積極的に行うととも
に、教育研修の強化を図り、優秀な人材の確保と育成に取り組んでまいります。
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（4）衛生・品質管理の徹底、強化
外食産業において、食中毒事故や偽装表示問題等により食の安心・安全に対する社会的

な要請は高まる傾向にあります。当社におきましても、お客様に安心・安全なお料理を提
供することは最大の責務であり、重要な課題であると考えております。そのため食材の情
報及び品質の管理並びに仕入から提供までの衛生管理の徹底、強化に取り組んでまいりま
す。

（5）経営管理体制の強化
企業規模を拡大するには、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織作りが必要

です。そのため各部門における経営リーダーの育成は、必須の課題と考えております。経
営陣の成長を促す教育と育成を実践の中で図るとともに、新しい人材の登用も視野に入
れ、体制を強化してまいります。

（6）セントラルキッチンの稼働強化
働き方改革が進む中、事業の生産性向上は必須の課題となっております。店舗内の生産

性を上げ、お料理のおいしさを維持するためには、セントラルキッチンによる加工の技術
と流通の技術が不可欠であります。店舗のバックヤードとしての強化に取り組むととも
に、お土産やECサイトによる販売も視野に入れ、セントラルキッチンの技術と稼働率を
充実させてまいります。

（7）本部機能の強化・充実
今後の持続的な成長を実現するためには、本部機能の強化・充実が必要であると認識し

ております。営業面、管理面の両面において本部組織の強化を図り、収益力の向上に取り
組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い
申し上げます。
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３．設備投資及び資金調達の状況
（1）設備投資の状況

当事業年度中に実施しました設備投資の主なものは、店舗の新築、増改築工事、工場開
設による建物、リース資産等の増加によるものであり、設備投資総額は４億98百万円で
あります。

（2）資金調達の状況
当社は、長期の運転資金及び設備投資に充当するため、当期において金融機関より長期

借入金として総額４億55百万円の資金調達を実施いたしました。

４．財産及び損益の状況

区 分
第54期 第55期 第56期 第57期（当期）

2020年８月１日から
2021年７月31日まで

2021年８月１日から
2022年７月31日まで

2022年８月１日から
2023年７月31日まで

2023年８月１日から
2024年７月31日まで

売 上 高（千円） 4,228,619 4,545,428 5,271,739 5,774,730
経 常 利 益（千円） 84,094 226,823 122,213 224,947
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （△）（千円） △160,312 19,434 △62,500 116,615
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△) △74円76銭 9円05銭 △29円03銭 54円08銭

総 資 産（千円） 4,227,655 4,475,877 3,857,991 4,272,282
純 資 産（千円） 1,480,833 1,491,552 1,414,952 1,523,652
１ 株 当 た り 純 資 産 額 690円60銭 693円73銭 656円83銭 706円29銭
（注）当社は、2023年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第54期の

期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）、
１株当たり純資産額を算定しております。

５．主要な事業内容
当社は、中国料理店の経営を主要な事業としております。
（1）浜木綿業態：地域の生活者、特にご家族の集いに重きを置いた、中国料理専門店
（2）四季亭業態：地域の生活者のハレの日やイベントのため、個室で楽しめる中国料理

専門店
（3）桃李蹊業態：オープンカウンター式のお客様に密着・対面型の小型中国料理専門店
（4）中国食堂はまゆう業態：本格的な料理を低価格で提供する新町中華専門店
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６．主要な事業所及び店舗並びに使用人の状況
（1）主要な事業所及び店舗

① 本 社 愛知県名古屋市昭和区山手通三丁目13番地の１
② 店 舗 直営店のみ 計40店舗

浜木綿 四季亭 桃李蹊 中国食堂
はまゆう 合 計

愛 知 県 18 3 3 4 28
（うち名古屋市） （8） （1） （2） （2） （13）

岐 阜 県 4 − − − 4
三 重 県 4 − − − 4
静 岡 県 1 − − − 1
滋 賀 県 1 − − − 1
東 京 都 1 − − − 1
大 阪 府 1 − − − 1
合 計 30 3 3 4 40

③ 工 場 豊川工場 愛知県豊川市穂ノ原３丁目2-6

（2）使用人の状況
使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

228名 14名増 38.1歳 10.0年
（注）上記のほか、パートタイマー・アルバイトの年間平均人員（１日８時間換算による）は、405名であり

ます。

７．主要な借入先の状況
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 678,688 千円

株 式 会 社 愛 知 銀 行 133,638
岡 崎 信 用 金 庫 130,365
株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 91,630
株 式 会 社 百 五 銀 行 81,000
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 74,901
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 41,690
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Ⅱ．会社の株式に関する事項（2024年７月31日現在）
１．発行可能株式総数 5,536,000株
２．発行済株式の総数 2,158,150株 (自己株式900株を含む。）
３．株主数 2,851名
４．大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

有限会社AMcosmos 420,000 株 19.46 ％

auカブコム証券株式会社 156,400 7.24

サッポロビール株式会社 80,000 3.70

浜木綿従業員持株会 74,340 3.44
ＢＮＹＭ ＳＡ／ＮＶ ＦＯＲ
ＢＮＹＭ ＦＯＲ ＢＮＹ ＧＣＭ
ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴＳ
Ｍ ＬＳＣＢ ＲＤ

63,444 2.94

武藤 まなみ 60,000 2.78

林 あづみ 60,000 2.78

渡辺 栄治 54,800 2.54

株式会社昭和 48,000 2.22

株式会社マルト水谷 48,000 2.22
（注）持株比率は自己株式（900株）を控除して計算しております。

５．当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況
株 式 数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役及び社外
取締役を除く） 3,150株 6名

監査等委員である取締役 − −

Ⅲ．会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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Ⅳ．会社役員に関する事項
１．取締役及び監査等委員の状況（2024年７月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 林 永芳 有限会社ＡＭcosmos 代表取締役社長
取締役 嶋津 義隆 店舗運営部長
取締役 生田 彰則 店舗開発部長
取締役 山本 美穂 営業企画部長
取締役 三浦 祐明 業務部長
取締役 大島 敏幸 調理開発部長 兼 商品部管掌
取締役
（監査等委員・常勤） 細川 英一

取締役
（監査等委員） 細田 和美 細田和美税理士事務所所長

取締役
（監査等委員）

野口 葉子
（戸籍上の氏名：春馬 葉子）

and LEGAL弁護士法人 弁護士
株式会社ナ・デックス 社外取締役
株式会社壱番屋 社外取締役（監査等委員）
学校法人市邨学園 理事
愛知県信用保証協会 監事

（注）１．監査等委員細田和美氏及び野口葉子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査すべき書類の受領等とともにいつでも業務執行取締役等からの報告や各種調査等の継続的な対応

を実効的に行うために、細川英一氏を常勤の監査等委員として選定しております。
３．監査等委員細田和美氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す

るものであります。
４．監査等委員野口葉子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するも

のであります。
５．当社は、監査等委員細田和美氏及び野口葉子氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づ

く独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
６．大山元靖氏は、2023年10月27日開催の第56期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により

取締役（監査等委員）を退任いたしました。
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２．責任限定契約の内容の概要
当社と各取締役（監査等委員）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める額としており

ます。

３．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との

間で締結しており、１年毎に契約更新しております。
当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役であり、被保険者が負担することにな

る職務の執行に関する責任、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる
ことのある損害を填補することとしております。ただし、被保険者が私的な利益又は便宜
の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求や被保険者の犯罪行為に起因する損害賠
償請求は填補されないなど、一定の免責事由があり、役員等の職務の執行の適正性が損な
われないように措置を講じております。また、保険料は、特約部分も含め当社が負担して
おります。

４．取締役の報酬等
（1）役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議して
おります。
当社の役員の報酬等の額につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の

範囲内で、経営状況や財務状況、他社の水準等を総合的に判断し、取締役の職責・役位ご
とに設定しており、各取締役の在任期間、経営への貢献度等を勘案し、決定しておりま
す。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定

方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることか
ら、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されて

おります。基本報酬は、職責及び役位に応じた堅実な職務遂行を促すための金銭報酬とし
ております。譲渡制限付株式報酬は、職責及び役位毎に設定した額を、譲渡制限付株式の
付与のための報酬として支給することにより、長期の企業価値（≒株価）連動型報酬の性
格を持たせたものであります。
基本報酬、譲渡制限付株式報酬の構成比率は、当社の企業価値向上に向けたインセンテ

ィブとなるよう適切に設定しております。
監査等委員の報酬は、基本報酬のみとしております。
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役員報酬の決定方法といたしまして、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の
報酬額は、基本報酬につきましては、取締役会から授権された代表取締役が、役職や業績
等を勘案のうえ決定しております。譲渡制限付株式報酬につきましては、役職等に応じた
報酬案を代表取締役が策定し、取締役会で決定しております。また、監査等委員である取
締役の報酬額は、監査等委員会での協議により決定しております。

（2）取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額は、2019年６月27日開催

の臨時株主総会において年額300百万円以内と決議いただいております。当該臨時株主総
会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は９名（うち、社外取締
役０名）です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2019年６月27日開催の臨時株主総会にお

いて年額50百万円以内と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の監査等
委員である取締役の員数は３名です。
なお、2021年10月27日開催の第54期定時株主総会において、取締役（監査等委員で

ある取締役及び社外取締役を除く。）を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るイン
センティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし
て、譲渡制限付株式報酬（非金銭報酬）を、上記年額300百万円とは別枠にて、年額30
百万円以内として付与することが決議されております。当該株主総会終結時点の取締役
（監査等委員である取締役を除く。）の員数は7名（うち、社外取締役０名）です。

（3）取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長の林永芳が取締役（監査

等委員である取締役を除く。）の個人別の固定報酬の額を決定しております。
その権限の内容は、株主総会の決議及び取締役会の決議による委任の範囲で、取締役

（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の固定報酬の額を決定します。
これらの権限を委任した理由は、当社の経営状況や財務状況等を総合的に判断し、各取

締役の経営への貢献度等の評価を行うのは、代表取締役が適していると判断したためであ
ります。
なお、取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役と社外取締役が協議

する等の措置を講じております。



― 16 ―

（4）取締役の報酬等の総額等

区 分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役 99 89 − 10 6
（うち社外取締役） (−) (−) (−) (−) (−)
取締役（監査等委員） 16 16 − − 4
（うち社外取締役） (9) (9) (−) (−) (3)

合計 115 105 − 10 10
（うち社外取締役） (9) (9) (−) (−) (3)

（注）上記員数、基本報酬及び報酬等の総額には、2023年10月27日開催の第56期定時株主総会終結の時をも
って退任した取締役（監査等委員）１名を含んでおります。

５．社外役員に関する事項
（1）他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

① 取締役細田和美氏は、細田和美税理士事務所所長を兼務しておりますが、当社と兼務
先との間に特別の関係はありません。

② 取締役野口葉子氏は、and LEGAL弁護士法人の弁護士、株式会社ナ・デックス及び
株式会社壱番屋の社外取締役、学校法人市邨学園の理事、愛知県信用保証協会の監事
を兼務しております。なお、当社はand LEGAL弁護士法人、株式会社ナ・デックス、
株式会社壱番屋、学校法人市邨学園、及び愛知県信用保証協会との間に特別の関係は
ありません。
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（2）当該事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取締役
（監査等委員） 細田 和美

当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回に出席し、監査等
委員会14回のうち14回に出席しております。
税理士として培われた豊富な経験と幅広い見識から取締役会の意思決
定の妥当性及び適正性を確保するための助言、提言を行っておりま
す。

取締役
（監査等委員） 野口 葉子

当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回に出席し、監査等
委員会14回のうち14回に出席しております。
弁護士としての専門的見地に加え、複数の企業での社外役員の経験を
有している法律の専門家として、取締役会の意思決定の妥当性及び適
正性を確保するための助言、提言を行っております。

（注）上記開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会があったものとみな
す書面決議が１回ありました。

Ⅴ．会計監査人の状況
１．当社の会計監査人の名称

監査法人東海会計社

２．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
(1) 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 15,000千円
(2) 当社が会計監査人に支払うべき金銭、その他財産上の利益の合計 15,000千円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ

く監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業
年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏
まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並び
に会計監査人の職務執行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討し
た結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

３．非監査業務の内容
該当事項はありません。

４．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当すると認められる場合には監査等委員全員

の同意に基づき監査等委員会が解任いたします。その他、会計監査人の会社法等関連法令違
反や独立性、専門性、職務の執行状況、そのほかの諸般の事情を総合的に判断して会計監査
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を適切に執行することが困難であると認められる場合は、監査等委員会は、解任又は不再任
に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めます。

Ⅵ．業務の適正を確保するための体制に関する事項
１．業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容

会社法第362条第４項第６号に規定される「取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な
ものとして法務省令で定める体制」（以下「内部統制システム」という。）を2016年９月
12日開催の取締役会にて決議しております。その内容の概要は、以下のとおりでありま
す。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制

① 当社に影響を及ぼす重要事項については、取締役会において協議し決定する。ま
た、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において定期的に
職務の執行状況を報告する。なお、取締役会は取締役会規程に基づき原則として月
１回開催する。

② 監査等委員である取締役は、取締役会及び必要に応じて経営会議へ出席し、監査等
委員会は業務執行状況の調査等を通じて取締役の職務執行が法令及び定款に適合す
ることを検証し、監視機能の実効性向上に努める。

③ コンプライアンス体制の整備及び法令違反の未然防止を目的として、代表取締役社
長を委員長とした内部統制委員会を設置し、委員会の定期的開催を通じて横断的に
必要な改善措置・啓蒙策を講じる。また、内部統制委員会は、取締役会に適宜状況
報告を行う。

④ 当社は、独立した専門部署として内部監査室を設置し、必要に応じて監査等委員会
及び内部統制委員会と連携し、業務の適法性及び妥当性等を監査する。

⑤ 当社は、内部通報制度に基づき、法令及び社会規範等の不正行為等の早期発見、是
正を目的として、社内に相談・申告できる窓口を設置する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 株主総会議事録、取締役会議事録及び稟議書等経営及び業務執行にかかわる重要な

情報について、法令及び文書保存規程等関連規程に従い、適切に記録し、定められ
た期間保存する。

② 文書保存規程等の関連規程は、必要に応じて見直しを図る。



― 19 ―

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 各部門の責任者は、管轄業務に関するリスクの把握に努め、適切にリスク管理を実

施する。
② 企業の継続的発展を脅かすあらゆるリスクを把握し、リスクマネジメント体制を整

備するため、「リスク管理規程」を定め、内部統制委員会を設置する。
③ 経営上重要なリスクは、内部統制委員会において、把握・分析・評価を行い、改善

策を策定するなど、適切な危機管理を行う体制を整える。
④ 事業活動に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、速やかに取締役

（監査等委員を含む。）に報告するとともに、取締役会及び経営会議で審議する。
⑤ 大規模災害や不祥事の際は、代表取締役社長を総括責任者として、各取締役と連携

しながら、リスクを最小限に抑える体制を整え、必要に応じて顧問弁護士等と迅速
な対応を図る。

⑥ 情報セキュリティ活動を主導するため、「情報セキュリティ規程」を定め、情報資
産の取扱い基準を定める。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、業務分掌及び職務権限に関する規程等において、各取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。）の業務執行の分担を明確にし、適正かつ効率的に職務が行わ
れる体制を構築する。

② 各取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、管轄する部門が実施すべき具体
的な施策の決定及び効率的な業務執行体制の整備を行うとともに、取締役会におい
て目標に対する進捗状況を報告する。

③ 取締役会における意思決定にあたっては、十分かつ適切な情報を各取締役に提供す
る。

④ 内部統制委員会は、取締役会に対し適宜状況報告を行う体制を整える。

(5) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びにその使用人
の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

① 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は
監査等委員会と協議を行い、必要に応じて補助すべき使用人を配置する。

② 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会に係る職務については、
監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行する。

(6) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告する
ための体制その他監査等委員会への報告に関する体制

① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、取締役会及び必要に応
じて経営会議へ出席する監査等委員を通じて、職務の執行状況や会社に著しい損害
を及ぼすおそれのある事項等について監査等委員会へ報告する。
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② 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会から業務
執行に関する報告を求められたときは、迅速かつ的確に対応する。

③ 監査等委員会に報告した者が、当該報告を理由として不利な扱いがなされないこと
を確保するための体制を整備する。

(7) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事
項

① 監査等委員は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該
請求に基づき支払いを行う。

(8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員会又は常勤監査等委員は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思

の疎通及び意見交換を実施する。
② 監査等委員会又は常勤監査等委員は、会計監査人及び内部監査室と意見交換や情報

交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求めることができる体
制を構築する。

③ 監査等委員会又は常勤監査等委員に対しては、必要に応じ書類の閲覧を提供する。

(9) 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
① 反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断し、不当要求に対しては断固とし

て拒絶する旨の反社会的勢力に対する基本方針を定め、取締役及び従業員全員に周
知徹底する。

② 平素より関係行政機関及び関係団体等からの情報収集に努め、事案発生時には関係
行政機関及び弁護士等と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処する。
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２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社

の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

(1) 取締役会を定例・臨時を含め14回開催しました。取締役の職務執行の適法性を確保
し、また取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を
有しない社外取締役が開催された取締役会に出席し意見を述べました。

(2) 監査等委員会を定例・臨時を含め14回開催しました。監査等委員は、監査等委員会
において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長、他の
取締役、内部監査室及び会計監査人との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連
携を図ってまいりました。

(3) 内部監査室は、内部監査計画を立案し、当社の各部門及び店舗について法令・定
款・各種規程に基づいて、適法性、適正性及び効率性を鑑み、内部監査を実施いた
しました。

Ⅶ．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、将来の積極的な事業展開と経営環境の急激な変化に備えた経営体質並びに財務基盤

の強化に必要な内部留保を確保するとともに、株主の皆様への安定的かつ継続的な利益還元を
経営の重要施策として、業績を勘案しながら成果配分を行うことを基本方針としております。
当事業年度につきましては、上記の方針に基づき、普通株式の期末配当金を１株当たり10

円とさせていただきました。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2024年７月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流動資産 1,552,479 流動負債 975,869
現金及び預金 1,137,434 買掛金 178,703
預け金 586 1年内返済予定の長期借入金 233,608
売掛金 23,648 リース債務 42,662
商品及び製品 76,705 未払金 279,637
仕掛品 127 未払費用 65,398
原材料及び貯蔵品 57,093 未払法人税等 50,791
前払費用 98,022 未払消費税等 56,122
未収入金 151,500 預り金 14,431
その他 7,361 前受収益 4,959

固定資産 2,719,802 契約負債 5,611
有形固定資産 2,050,928 賞与引当金 31,201

建物 1,012,006 株主優待引当金 12,605
構築物 87,523 その他 134
機械及び装置 37,119 固定負債 1,772,760
車両運搬具 0 社債 300,000
工具、器具及び備品 59,076 長期借入金 1,047,174
土地 665,864 リース債務 131,566
リース資産 92,977 長期未払金 107,230
建設仮勘定 96,360 資産除去債務 169,682

無形固定資産 38,447 その他 17,107
ソフトウエア 16,331 負 債 合 計 2,748,629
リース資産 18,871 純 資 産 の 部
その他 3,244 株主資本 1,523,322

投資その他の資産 630,426 資本金 669,467
投資有価証券 18,070 資本剰余金 591,817
長期貸付金 25,294 資本準備金 591,817
長期前払費用 71,444 利益剰余金 263,958
差入保証金 255,582 利益準備金 7,460
繰延税金資産 218,428 その他利益剰余金 256,498
その他 41,606 別途積立金 30,000

繰越利益剰余金 226,498
自己株式 △1,920

評価・換算差額等 330
その他有価証券評価差額金 330

純 資 産 合 計 1,523,652
資 産 合 計 4,272,282 負債及び純資産合計 4,272,282
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損 益 計 算 書
（2023

2024
年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高 5,774,730
売上原価 1,533,797

売上総利益 4,240,932
販売費及び一般管理費 4,021,321

営業利益 219,611
営業外収益

受取利息 345
受取配当金 356
不動産賃貸料 47,290
その他 8,324 56,316

営業外費用
支払利息 9,978
不動産賃貸費用 35,328
その他 5,672 50,979
経常利益 224,947

特別損失
固定資産除却損 15,900
減損損失 41,315
その他 5,313 62,529
税引前当期純利益 162,418
法人税、住民税及び事業税 47,182
法人税等調整額 △1,379 45,802
当期純利益 116,615
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株主資本等変動計算書

（2023
2024

年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

当期首残高 664,419 586,769 586,769 7,460
事業年度中の変動額

新株の発行 5,047 5,047 5,047
剰余金の配当
当期純利益
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 5,047 5,047 5,047 −
当期末残高 669,467 591,817 591,817 7,460

株主資本
利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金 利益剰余金合計別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 30,000 131,424 168,884 △1,526 1,418,547
事業年度中の変動額

新株の発行 10,095
剰余金の配当 △21,542 △21,542 △21,542
当期純利益 116,615 116,615 116,615
自己株式の取得 △393 △393
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 − 95,073 95,073 △393 104,775
当期末残高 30,000 226,498 263,958 △1,920 1,523,322

評価・換算差額等 純資産合計その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 △3,595 △3,595 1,414,952
事業年度中の変動額

新株の発行 10,095
剰余金の配当 △21,542
当期純利益 116,615
自己株式の取得 △393
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 3,925 3,925 3,925

事業年度中の変動額合計 3,925 3,925 108,700
当期末残高 330 330 1,523,652
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法に

より算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

②棚卸資産
商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定しております。）

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年

４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。また、事業用定期借地権を設定して賃借した土地にある建物等については、残存価額
を零として使用期限等を耐用年数とした定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15〜47年
構築物 10〜20年
工具、器具及び備品 ４〜６年

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。
③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐
用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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（3）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度負担額を計上してお

ります。
③株主優待引当金

将来の株主優待券の利用による費用の発生に備えるため、翌期以降に利用される株主優
待券に対する見積額を計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
当社は、飲食物の加工調理提供を主要業務とする飲食店を営業しており、顧客に飲食物

を提供した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
収益は顧客との契約において約束された対価から、値引などを控除した金額で測定して

おります。
収益として計上された金額は、顧客により選択された決済手段に従って、クレジット会

社等が別途定める支払い条件により履行義務充足後、短期のうちに支払いを受けており、
対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

（5）重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、金利スワップの想定元本、利息の受払条件及び契約期間が金
利変換の対象となる負債とほぼ同一であるため、金利スワップを時価評価せず、金銭の受
払いの純額等を対象となる負債の利息の調整として処理しています(金利スワップの特例
処理)。

②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段……金利スワップ
ヘッジ対象……借入金

③ヘッジ方針
金利変動リスクを回避するためにデリバティブ取引を利用することを基本方針としてい

ます。
④ヘッジの有効性評価の方法

全て特例処理によっているため、有効性の評価を省略しています。
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２．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りについては、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を

算出しております。当事業年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののう
ち、翌事業年度の計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは以下のとおりでありま
す。

（1）減損損失
①当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：千円）
項 目 金 額

店舗に係る有形固定資産 1,131,683
店舗に係る減損損失 41,315

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位として資産のグ

ルーピングを行っております。収益性の低下等により減損の兆候があると認められる場合
には、資産グループから得られる割引前キャッシュ・フローの総額と、各資産グループの
固定資産の帳簿価額の比較により減損損失の認識の判定を実施しております。
将来キャッシュ・フローは、各資産グループの主要な固定資産の残存耐用年数における

売上高予測や原価率予測等の複数の仮定に基づいて算定しておりますが、今後の外食業界
の動向等により大きな影響を受けるため、将来キャッシュ・フローの見込みが大きく変動
した場合、減損損失の追加計上により当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性が
あります。
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（2）繰延税金資産
①当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：千円）
項 目 金 額

繰延税金資産 218,428

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、繰延税金資産の計上について、将来の課税所得の発生金額や発生時期等の見込

みに基づき、回収可能性を検討しております。
繰延税金資産の回収可能性については、毎期見積りの見直し・再検討を行っております

が、将来の課税所得の発生金額や発生時期等の見込みの変動により、繰延税金資産の取崩
又は追加の計上が発生した場合、当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があり
ます。

３．貸借対照表に関する注記
（1）担保資産及び担保付債務

①担保に供している資産
土地 219,363千円
建物 252,958千円
計 472,321千円

②担保に係る債務
長期借入金 473,688千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 3,523,423千円

（3）投資その他の資産（その他）に含まれる
賃貸用固定資産の減価償却累計額 53,012千円

（4）取締役に対する金銭債務 107,230千円
（注）取締役に対する金銭債務は、将来の退任時に支給する退職慰労金に係る債務であります。
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４．損益計算書に関する注記
（減損損失）

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
場所 用途 種類 店舗数

愛知県 店舗設備 建物等 １

①減損損失の認識に至った経緯
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである店舗のうち、資産グループの固定資

産簿価を回収できないと判断した資産グループについて減損損失を認識しております。

②グルーピングの方法
資産のグルーピングはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基本単位

としてグルーピングしております。

③回収可能価額の算定方法
減損損失を認識するに至った店舗等については、帳簿価額を回収可能価額まで減額して

おります。また、資産グループ毎の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、零
として評価しております。

④減損損失の金額
建 物 20,071 千円
構 築 物 2,427 千円
機械及び装置 635 千円
工具、器具及び備品 3,100 千円
リース資産（有形固定資産） 15,080 千円
合 計 41,315 千円
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５．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当事業年度の末日における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 2,158,150株
（注）当社は、2023年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

（2）当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数
普通株式 900株

（注）当社は、2023年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

（3）配当に関する事項
①配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2023年９月11日
取締役会 普通株式 21,542 20.00 2023年７月31日 2023年10月12日

（注）当社は、2023年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。１株当た
り配当額につきましては、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しています。

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額
(千円) 配当の原資 １株当たり

配当額(円) 基準日 効力発生日

2024年９月10日
取締役会 普通株式 21,572 利益剰余金 10.00 2024年７月31日 2024年10月15日

（注）当社は、2023年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
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６．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

①金融商品の状況に関する取組方針
当社は、必要な資金を主に銀行借入により調達を行い、余資は安全性の高い金融資産で

運用しております。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用してお
り、投機的な取引は行わない方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金、未収入金及び預け金は、取引先の信用リスクにさらされており

ますが、回収までの期間はおおむね短期であり、貸倒実績率は低いものとなっておりま
す。当該リスクについては、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、店舗運営部
が取引先の状況をモニタリングし、財務状況の悪化等を把握したときは速やかに対応する
などリスク軽減に努めております。
投資有価証券は、株式及び投資信託であり、株式は業務上の関係を有する取引先企業の

株式であります。これらは、発行体等の信用リスク及び市場価格・為替・金利の変動リス
クにさらされております。当該リスクについては、定期的にこれらの時価や発行体の財務
状況等を把握し、リスク軽減に努めております。
長期貸付金は土地所有者への建物建設に伴う資金として、差入保証金は主に出店に伴う

差入保証金であり、店舗土地・建物所有者の信用リスクにさらされております。当該リス
クについては、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、店舗運営部が取引先の状
況をモニタリングし、財務状況の悪化等を把握したときは速やかに対応するなどリスク軽
減に努めております。
営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等は、１年以内の支払期日であります。
社債、借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要

な資金の調達を目的としたものであります。借入金は原則として固定金利で調達しており
ますが、変動金利の借入金については、金利の変動リスクにさらされております。当該リ
スクについては、短期の借入金を除き、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化
を図るために、デリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しており
ます。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性
評価の方法については、前述の「１.重要な会計方針に係る事項に関する注記 (5)重要な
ヘッジ会計の方法」を参照ください。
デリバティブ取引の執行・管理については、取締役会での承認に基づき、業務部が取引

の実行及び管理を行っており、また、デリバティブの利用に当たっては、カウンターパー
ティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
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③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込
んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあり
ます。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2024年７月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。
（単位：千円）

科目名 貸借対照表計上額 時価 差額
（1）投資有価証券 18,070 18,070 ―
（2）長期貸付金（１年内回収予定含む） 27,864 28,013 148
（3）差入保証金 255,582 222,416 △33,165

資産計 301,517 268,500 △33,017
（1）社債（１年内償還予定含む） 300,000 294,464 △5,535
（2）長期借入金（１年内返済予定含む） 1,280,782 1,241,557 △39,224
（3）長期未払金 107,230 107,230 ―

負債計 1,688,012 1,643,252 △44,759
（注）「現金及び預金」、「預け金」、「売掛金」、「未収入金」、「買掛金」、「未払金」及び「未払法人税等」につ

いては、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略してお
ります。また、「リース債務」については、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に
より算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット
以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。

①時価で貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 8,183 − − 8,183
投資信託 9,887 − − 9,887

資産計 18,070 − − 18,070

②時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期貸付金（１年内回収予定含む） − 28,013 − 28,013
差入保証金 − 222,416 − 222,416

資産計 − 250,429 − 250,429
社債（１年内償還予定含む） − 294,464 − 294,464
長期借入金（１年内返済予定含む） − 1,241,557 − 1,241,557
長期未払金 − 107,230 − 107,230

負債計 − 1,643,252 − 1,643,252
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
上場株式及び投資信託は相場価格を用いて評価しております。上場株式等は活発な市場で取引

されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
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長期貸付金（１年内回収予定含む）
事業に係る建設協力金であり、一定の期間ごとに分類し、将来キャッシュ・フローを国債利回

り等の適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま
す。

差入保証金
差入保証金については、一定の期間ごとに分類し、将来キャッシュ・フローを国債利回り等の

適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

社債（１年内償還予定含む）、長期借入金（１年内返済予定含む）
固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割

り引いた現在価値により算出しております。変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映す
るため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。ただし、金利
スワップの特例処理の対象とされている変動金利による長期借入金は、当該金利スワップと一体
として処理された元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い
た現在価値により算出しており、レベル２の時価に分類しております。

長期未払金
長期未払金については、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給に係る債務であり、個人

の退任時期を見積り、当該退任時期に基づくリスクフリー・レートを基に、割引現在価値法によ
り算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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７．税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
減損損失 162,120千円
減価償却超過額 132,298
資産除去債務 51,922
長期未払金 32,812
借地権否認 18,525
賞与引当金 9,547
未払事業税 6,361
その他 14,124
繰延税金資産小計 427,713
評価性引当額 △179,762
繰延税金資産合計 247,950

繰延税金負債
建物（資産除去債務） 17,898
労働保険料概算計上 5,873
固定資産税 4,988
その他有価証券評価差額金 145
その他 616
繰延税金負債合計 29,522

繰延税金資産の純額 218,428

８．資産除去債務に関する注記
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

（1）当該資産除去債務の概要
店舗等の不動産賃貸借契約及び定期借地権契約に伴う原状回復義務等であります。

（2）当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該契約の契約期間又は建物の耐用年数のいずれか短い期間（主に20年）

と見積り、割引率は当該使用見込期間に見合う国債の流通利回り（0.224％〜1.707％）を
使用して資産除去債務の金額を算定しております。
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（3）当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
（単位：千円）

期首残高 173,869
時の経過による調整額 1,223
取得による増加額 3,388
資産除去債務の履行による減少額 △8,800
期末残高 169,682

９．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社の主たる事業は飲食事業であり、収益及びキャッシュ・フローの性質、計上時期等に
関する重要な相違はないため、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載は省略し
ております。

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「個別注記表 １.重要

な会計方針に係る事項に関する注記（4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであり
ます。

（3）当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
契約負債の残高

当事業年度（千円）
契約負債（期首残高） 5,420
契約負債（期末残高） 5,611

（注）契約負債は、当社が発行した商品券のうち、期末時点において履行義務を充足していない残高であり、
収益を認識した時点で取り崩されます。

10．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 706円29銭

（2）１株当たり当期純利益 54円08銭
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2024年９月19日
株式会社浜木綿
取締役会 御中

監査法人東海会計社
愛知県名古屋市
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 島 幸 一
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 国 光 大

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社浜木綿の2023年８月１日から2024年７月31日まで

の第57期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類

等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算

書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。



― 38 ―

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を

含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の

独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上



― 39 ―

監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2023年8月1日から2024年7月31日までの第57期事業年度の取締役の職務の執行について監査いたしまし

た。
その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基

づき整備されている体制(内部統制システム)について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を
受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
（1）監査等委員会が定めた、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携のうえ、重要な会議に出席し、取

締役及び使用人等からその職務の執行に関する報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及
び主要な店舗等において業務及び財産の状況を調査しました。

（2）会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ
れることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議
会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表)及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報

告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人東海会計社の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年９月20日
株式会社浜木綿 監査等委員会
常勤監査等委員 細 川 英 一 印
監 査 等 委 員 細 田 和 美 印
監 査 等 委 員 野 口 葉 子 印

（注）監査等委員 細田和美及び野口葉子は会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。
以 上
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）全員６名は、本総会
の終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役６名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案について、監査等委員会から特段の意見はございませんでした。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号 候補者属性 氏 名 当社における現在の地位及び担当

１ 再 任
はやし ながよし

林 永 芳 代表取締役社長

２ 再 任
し ま づ よしたか

嶋 津 義 隆 取締役店舗運営部長

３ 再 任
い く た あきのり

生 田 彰 則 取締役店舗開発部長

４ 再 任
やまもと み ほ

山 本 美 穂 取締役営業企画部長

５ 再 任
み う ら ひろあき

三 浦 祐 明 取締役業務部長

６ 再 任
おおしま としゆき

大 島 敏 幸 取締役調理開発部長 兼 商品部管掌
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候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日） 略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

の株式の数

１ 林
はやし

永
なが

芳
よし

（1948年３月19日生）

1971年４月 当社入社
1975年９月 取締役
1977年９月 専務取締役
1978年10月 有限会社ハマユウフードシステムズ（現 有限

会社AMcosmos）代表取締役社長（現任）
1987年９月 代表取締役社長（現任）

425,100株

２ 嶋
しま

津
づ

義
よし

隆
たか

（1966年３月19日生）

1988年４月 当社入社
2010年４月 執行役員浜木綿運営部長
2011年10月 取締役浜木綿運営部長
2012年４月 取締役店舗運営本部副本部長
2015年10月 取締役店舗運営本部長
2016年８月 取締役店舗運営部長（現任）

6,330株

３ 生
いく

田
た

彰
あき

則
のり

（1968年10月30日生）

1987年４月 当社入社
2001年11月 営業部福厨（ハッピーキッチン）運営グルー

プマネジャー
2005年８月 営業部名古屋営業グループマネジャー
2012年４月 店舗運営本部浜木綿運営グループマネジャー
2013年８月 店舗運営本部副部長
2015年10月 店舗開発部長
2016年10月 取締役店舗開発部長（現任）

16,770株

４ 山
やま

本
もと

美
み

穂
ほ

（1968年８月21日生）

2001年９月 当社入社
2005年２月 開発部企画開発グループマネジャー
2008年３月 開発部メニュー開発グループマネジャー
2011年３月 企画部営業企画グループマネジャー
2015年10月 営業企画部長
2016年10月 取締役営業企画部長（現任）

4,370株

５ 三
み

浦
うら

祐
ひろ

明
あき

（1965年９月８日生）

1986年４月 株式会社アトム入社
1999年４月 同社経理部長
2007年12月 当社入社 業務部長
2016年10月 取締役業務部長（現任）

3,570株
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候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日） 略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

の株式の数

６ 大
おお

島
しま

敏
とし

幸
ゆき

（1958年７月11日生）

1977年４月 株式会社名古屋国際ホテル（現 ワシントンホ
テル株式会社）入社

2007年６月 同社中国料理スーパーバイザー
2008年３月 当社入社 開発部調理・調理師開発グループ

マネジャー
2011年３月 企画部調理料理開発指導グループマネジャー
2015年10月 料理開発指導部長
2016年８月 調理開発部長
2016年10月 取締役調理開発部長
2021年10月 取締役調理開発部長 兼 商品部管掌（現任）

3,570株

（注）１．各取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．林永芳氏の所有する当社の株式には、同氏の資産管理会社である有限会社ＡＭcosmosが保有する株

式数を含めて記載しております。
３．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、

被保険者が負担することになる職務の執行に関する責任、又は当該責任の追及に係る請求を受けるこ
とによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各取締役候補
者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を
予定しております。
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（ご参考）取締役のスキル・マトリックス
議案が原案どおり承認可決された場合の取締役のスキル・マトリックスは以下のとおりであり

ます。

氏名

属性 専門性

性別 独立性
企業経営と
リーダーシ

ップ
外食ビジネス

マーケティ
ング、店舗

運営
調理開発、
品質管理

財務・会
計、税務 法務 リスクマネ

ジメント

林 永芳 男性 〇 〇 〇 〇 〇 〇

嶋津 義隆 男性 〇 〇 〇 〇

生田 彰則 男性 〇 〇 〇

山本 美穂 女性 〇 〇 〇

三浦 祐明 男性 〇 〇 〇

大島 敏幸 男性 〇 〇

細川 英一 男性 〇 〇

細田 和美 男性 〇 〇 〇

野口 葉子 女性 〇 〇 〇

以 上
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「ご来場に当たり
サポートが必要な方は、
事前に電話でご連絡ください」
株式会社浜木綿
電話：（052）832-0005（代表）
土日祝を除く10:00〜18:00

〔株主総会会場ご案内略図〕
会場が前回と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。
【会 場】TKPガーデンシティPREMIUM 名古屋ルーセントタワー会議室
住所：名古屋市西区牛島町６番１号 名古屋ルーセントタワー16階
電話：052-990-2732（代）

〔会場付近略図〕

【交通のご案内】
JR名古屋駅／地下鉄東山線・桜通線名古屋駅／名鉄名古屋駅／
近鉄名古屋駅／あおなみ線名古屋駅／地下道直結 徒歩５分

※駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮
くださいますよう、お願い申し上げます。


